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防災林造成事業とは

【目的】
海岸において、森林を造成及び保護育成することにより、

飛砂、強風、高潮・津波等による被害から人家や田畑を守る
ことを目的とする。

【採択要件】
・市街地又は集落(人家10戸以上)の保護、主要公共施設の

保護等
・１施工箇所の事業費が年度計画５００万円以上

【補助率】国５０％ 県５０％
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事 業 概 要

【事業名】 防災林造成事業
【事業箇所】白子町 中里 地内外（海岸県有保安林）
【事業面積】５．６８ha
【保全対象】人家132戸 工場・旅館等8棟

県道1.5km 町道1.6km
【事業期間】平成25年度～令和元年度（7年間）
【総事業費】１７９，０４３，９４０円
【主要工事】砂丘造成工 Ｌ＝22.0ｍ

植 栽 工 Ａ＝5.21ha（39,673本）
（抵抗性クロマツ、トベラ、マサキ）
管理道設置工 Ｌ＝1,163.8ｍ

【保安林種】飛砂防備保安林・潮害防備保安林
【費用便益比】（B/C) ３．６７

総便益（B） ９０１,３１９千円
総費用〔現在価値額〕(C)   ２４５,８７０千円
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施工地

太平洋
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防災林造成事業 白子町中里地区 位置図
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防災林造成事業 白子町中里地区 平面図
事業期間 平成25年度～令和元年度 実績図面



事業実施前の状況
枯損原因：松くい虫、過湿

平成24年9月撮影
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古所海水浴場から
長生村方面
(北→南)

防災林造成事業 白子町中里地区 ドローン撮影写真

一松海水浴場から
大網白里市方面
(南→北)

令和7年8月撮影
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標準断面図（砂丘造成工）

管理道標準断面図

→ 海側
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標準断面図（生育基盤盛土工）



植栽仕様図
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施工前 施工後

砂丘造成工（平成25年度）
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海側

↑

陸側

平成25年12月撮影 平成26年2月撮影



施工後施工前

管理道、植栽工（平成25年度(繰)～令和元年度）
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平成28年10月撮影 平成29年3月撮影



植栽工（平成25年度(繰)～令和元年度）
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施工前 施工後

平成26年11月撮影 平成27年3月撮影



現在の状況
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砂丘(平成25年度(繰)施工)

令和7年9月撮影



現在の状況

植栽（平成28年度植栽）
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令和7年9月撮影

樹高
３ｍ超



現在の状況

植栽（令和元年度植栽）
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令和7年9月撮影

樹高
2ｍ超



現在の状況

管理道
(平成25年度(繰)～令和元年度施工)
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令和7年9月撮影



防災林後背の保全対象
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県道
県道（九十九里有料道路）

人家等

令和7年9月撮影

海側

海側

町
道

陸側 陸側
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（表ー３　治）

判定表（治山事業）説明
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

10 7.5 5 2.5 0

改善 軽微な改善 変化なし 軽微な悪化 悪化 B 7.5

施設が有ることにより安定感等が増す
など景観が向上した。

施設が有ることにより安定感等が増す
など若干景観が向上した。

工事前と事後評価時点で比較して 施設が有ることにより違和感を感じる 施設があることにより不快感を感じる

大部分の区域に採用 半数以上の区域に採用 ある程度採用 一部に採用 採用せず A 10

改善 軽微な改善 変化なし 軽微な悪化 悪化 B 7.5

生態系に配慮した工法を大幅に採用 生態系に配慮した工法を半数程度採用 ある程度採用 一部に採用 採用せず Ｃ 5

増加 変化なし 減少 かなり減少 消滅 Ｂ 7.5

概ね2割の減少 概ね5割の減少

増加 若干増加 変化なし 減少 大きく減少

増加 若干増加 変化なし 減少 大きく減少

増加 若干増加 変化なし 減少 大きく減少

⑤住民の意識の変化 防災意識が大きく向上 防災意識が向上 防災意識が少し向上 変化なし 無関心 Ａ 10

増加 若干増加 変化なし 減少 大きく減少 Ｂ 7.5

毎年確認 定期的に確認している 確認している 長期間未確認 確認していない B 7.5

隔年毎に確認 ３年以内に確認 ３年以上前に確認１度 完成後未確認

破損無し 機能に影響しない軽微な破損 機能に軽微な影響を及ぼす破損 機能に影響を及ぼす破損 機能に重大な影響を及ぼす破損 Ａ 10

効果大 効果中 効果小 効果微 変化なし・低下 Ｂ 7.5

被害が発生することは予想されない。
将来的(概ね１０年後）にも被害が抑止さ
れると思慮される。

当面の被害は抑制されている。 大きな被害は抑止されている。

効果大 効果中 効果小 変化なし 不安増加 C 5

（×２） 将来にわたり不安が解消 当面の不安が解消 多少不安が残る 工事前と変わらない 増加した

効果大 効果中 効果小 変化なし 低下 Ｂ 7.5

将来にわたり、災害の防止、避難のし
易さが増した

将来にわたり、災害の防止、避難のし
易さが増した

将来にわたり、災害の防止、避難のし
易さが増した

将来にわたり、災害の防止、避難のし
易さが増したか

効果大 効果小 効果微 変化なし 低下

水害、渇水が大きく緩和された。 水害、渇水が緩和された。 水害、渇水が若干緩和された。 水害、渇水が起きやすくなった。

濃密な入り込み かなりの入り込み 通常の入り込み あまり入らず ほとんど入らず

年間を通しての利用有り 通年的に休日には利用されている 季節的な利用有り 季節を限定した休日にも利用が少ない 年間を通してほとんど利用されていない

増加 若干増加 変化なし 減少 大きく減少 A 10

2以上 １．５以上～２．０未満 １以上～１．５未満 ０．７以上～１未満 ０．７未満 Ａ 10

①景観への影響

①保全対象の変化

②水需要の動向等

③　治水・利水施設の設置状況等

①施設の状況確認

工事前と事後評価時点で比較して
施設により、生態系に若干の悪化・貧弱
化がおこった。（周辺で極端に減少した
種がある等）

施設により、生態系の悪化・貧弱化がお
こった。（周辺で絶滅した種がある等）

②景観に配慮した工法の採用

④生態系に配慮した工法の採用

施設により生態系の多様化・豊かさが
増した。（崩壊が防止されたことによる、
周辺への良好な影響）

施設により生態系の多様化・豊かさが
若干増した。

①保全対象への被害の抑止状況
　（×２）

３，事業により整備された施
　設の管理状況

②破損状況　（×２）

③高齢者等災害弱者に対する効果

５，費用対効果の状況

②災害の不安の解消

分析結果（Ｂ／Ｃ）

⑥治山工事及び工事に伴う森林の復
元によるその他の機能の向上

⑤人の入り込み状況

④森林土壌の保全、水害又は渇水の
抑止状況

４，事業効果の発現状況

判定 点数

蓮沼ホ　地区

区　　　　　　　　　分

２，社会経済情勢の変化

⑥高齢者等災害弱者の変化

　　点　　　　　　数　

④給水対象の変化等

１，事業実施による環境の
　変化

③生態系への影響



(様式　治３）

事業評価表（治山事業）

番号 年度 事業区分 地区名 工期 総事業費(千円）

2 7 防災林造成事業 中里 H25～R1 179,043

基準点 判定 係数 点数

①景観への影響 10 7.5 7.5

②景観に配慮した工法の採用 10 10 10

③生態系への影響 10 7.5 7.5

④生態系に配慮した工法の採用 10 5 5

　小　計 (40.0) (30.0)

①保全対象の変化 10 7.5 7.5

②水需要の動向等

④給水対象の変化等

⑤住民の意識の変化 10 10 10

⑥高齢者等災害弱者の変化 10 7.5 7.5

　小　計 (30.0) (25.0)
①施設の状況確認 10 7.5 7.5

②破損状況 20 10 ×2 20

　小　計 (30.0) (27.5)

20 7.5 ×2 15

②災害発生の不安の解消 20 5 ×2 10

③高齢者等災害弱者に対する効果 10 7.5 7.5

10 10 10

　小　計 (60.0) (42.5)

総便益（環境保全便益＋災害防止便益）÷総事業費（現在価値額）=費用便益比

分析結果（B/C） 10 10 10 　B／C=3.67 901,319千円÷245，870千円＝3.67

　小　計 (10.0) (10.0) ※（環境保全便益＋災害防止便益）＝（飛砂軽減便益＋保健休養便益＋塩害軽減便益）

170 135.0

79.4 ＡＡ

＊１００点換算＝点数合計÷基準点数合計（評価しない項目の点数は除く）×１００

＊総合評価

１００点換算数 90 点以上をAAA ：事業計画以上の効果が得られた。

７０点以上９０ 点未満をAA ：事業計画どおりの効果が得られた。

５０点以上７０ 点未満をA ：一部を除き、事業計画どおりの効果が得られた。

50 点未満をF ：事業計画どおりの効果が得られなかった。

　住民の人数に大きな変化はないが、高齢化が進んでいる。

　植栽木は樹高が3m前後まで成長しており、生存率も高いため、　今後、防災林の期待する効果を発揮できる状態まで成長していくことが見込まれる。

　事業実施後は、潮害や飛砂による被害は発生が認められず、災害の防止機能が確保されている。（アンケートから）

　砂丘及び森林により、津波の到達時間に猶予が生まれ避難のし易さは向上している。

項目 評価指標

所在地

評価者　北部林業事務所

コメント
白子町（古所、八斗、驚、中里、幸治）

１，事業実施による環境の

変化

⑥治山工事及び工事に伴う森林の復元によ

るその他の機能の向上

①保全対象への被害の抑止状況

　アンケート調査結果では、景観・自然環境が改善されたとの回答が66％であった。

　事業計画どおりの施工がされ減災機能は高まっているが、住民の津波に対する不安は、それだけでは解消されるものではないことがアンケートからもわか
るため。

　植栽木の保護には竹簀、稲わら、砂丘の造成には、竹そだ、草本植物等、自然由来の材料の使用に努めている。

　津波により枯損した松林を植栽することで回復させているところである。

　景観への配慮と同様、植栽木の保護には竹簀、稲わら、砂丘の造成には、竹そだ、草本植物等、自然由来の材料の使用に努めている。

　近隣が津波の被害にあったことから、津波による被害の軽減効果に対する期待の高まりなど、事業の必要性等について意識が高まっている。

　保育業務委託による下草刈、今後は薬剤散布による松くい虫防除及び被害木の駆除を実施するとともに、台風や強風が吹いた後など、逐次、施設に異常

がないか点検をしている。

　現在のところ破損はない。

　保全対象に大きな変化はない

総合評価

③治水・利水施設の設置状況等

④森林土壌の保全、水害又は渇水の抑止状

況４，事業効果の発現状況

２，社会経済情勢の変化

５，費用対効果の状況

合計

⑤人の入り込み状況

３，事業により整備された
施設の管理状況

２－２１



２－２２

(様式　治２） 事業事後評価地区調書（治山事業） 森林課

番号 事業区分 採択年度 工期 総合評価

2 防災林造成事業 H24 H25～R1 AA

事業所管

所在地

（４）事業により整備された施設の管理状況等

総事業費(千円）

（３）社会経済情勢の変化

地区名

（２）主な工事内容

完了後経過年数

白子町古所、八斗、驚、中里、幸治

管理状況

5 179,043

　当該区域は海岸県有保安林であり、松林を造成することにより、後背地の人家、道路等を飛砂や潮の害
から守ってきた。平成23年3月の東日本大震災に発生した津波は流入しなかったが、震災以降砂丘の津波
防護機能を期待されている。
　砂丘の決壊箇所の補修をするとともにマツクイムシ、過湿等により機能の低下した海岸保安林を整備する
ことにより、防潮、防砂、防風等公益的機能の回復、向上とともに津波への減災効果も期待されている。

　 防災事業の目的となる保全対象（人家132戸、工場・旅館等8棟、公道
3.1km）に大きな変化はないが、  平成23年3月に発生した東日本大震災震災
以降、地域住民の海岸防災林の機能の発揮について、期待が大きくなってい
る。

　前線部の砂丘を補修し、後背部に植栽をすることで、保
安林が有する潮害や飛砂の防止などの防災機能が、安定
して発揮されるようになった。

　前線部の砂丘により後背の森林が保護され、さらに
後背の地域住民の生活基盤である人家や道路が中
長期間にわたり保全・維持されている。

　東日本大震災による津波被害を契機として、海岸県有保安林に対しては、潮害や飛砂による被害の防止など従
来の防災機能に加え、津波による被害軽減効果に対する期待が大きくなっており、今後予想される津波の襲来に
備え砂丘の維持管理に努め、後背の森林保全のため松くい虫防除を進める必要がある。

　台風や強風が吹いた後など、逐次、施設に
異常がないか点検を行っている。

　管理道路に草本が繁茂し、車両が走行し
辛い箇所がある。

砂丘造成工　L=22.0ｍ

植栽工　5.21ha(39,673本)

管理道設置工　L=1,163.8ｍ

（１）事業の概要（背景・目的等）

中里地区

問題・改善点

（８）今後の課題 備　　考

（７）　事業実施による環境の変化

　砂丘の欠損部分が修復され、津波の進入口が閉鎖さ
れた。
　植栽木は成長過程ではあるが、順調に成長してい
る。

(６)波及効果・公益的、多面的効果等（５）事業効果の発現状況



２－２３

２番 号事後評価結果

中里地 区 名防災林造成工事事 業 名

白 子 町関係市町村名平成２５年度着工年度

ＡＡ評価結果令和元年度事業完了年度

〔事業内容〕(記載内容：受益面積、事業費、工期、事業量 等)

１ 施工面積：5.68ha

２ 事業費：179,043,940円

３ 工 期：平成25年度～令和元年度

４ 事業量：砂丘造成工22.0ｍ、植栽工5.21ha(39,673本)、管理道設置工1,163.8ｍ

本事業の実施により、前線部に造成した砂丘により後背の森林が保全され、さらに後背の人家
や道路が保全され、事業計画どおりの効果が得られた。

今後は、東日本大震災による津波被害を契機として、海岸県有保安林に対しては、潮害や飛砂
による被害の防止など従来の防災機能に加え、津波による被害軽減効果に対する期待が大きく
なっており、今後予想される津波の襲来に備え砂丘の維持管理に努め、後背の森林保全のため松
くい虫防除を進める必要がある。

以上のとおり、本地区は【ＡＡ】事業計画どおりの効果が得られている。

内部評価結果


